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【
28

】
「
吾
妻
郡
須
賀
尾
村
・
勤
役
中
日
記
控
」（
嘉
永
三
年
十
二
月
） 

 

（
国
定
村
無
宿
忠
次
郎
、
大
戸
関
所
磔
刑
関
係
組
合
村
々
入
用
控
書
） 

（
吾
妻
郡
東
吾
妻
町
「
高
橋
あ
つ
子
家
文
書
」
Ｐ
一
一
〇
五
・
№
七
〇
） 

                             

 

《
釈 

文
》 

  
 

 
 

（ 

前 

略 

） 

 

一 

十
二
月
廿
一
日
、
国
定
村 

  
 

無
宿
忠
次
郎
、
於
大
戸 

  
 

村
ニ
、
御
仕
置
被
仰
付
候
、 

  
 

其
節
組
合
五
ヶ
村
よ
り
警 

  
 

固
人
足
五
拾
人
余
差
出 

  
 

候
間
、
印
置
、
尤
此
扣
帳 

  
 

手
前
ニ
有
之
候 

   
 

右
ニ
付
ニ
付

（

誤

り

）

、
八
州
拾
四
人
、 

  
 

此
方
者
、
組
合
四
拾
四
ヶ
村
割
、 

  
 

外
御
支
配
御
出
役
様 

  
 

二
人
、
此
方
者
坂
下
組
合 

  
 

六
ヶ
村
、
坂
上
五
ヶ
村
、
都
合 
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拾
壱
ヶ
村
割
合
ニ
仕
候
處
、 

 

一 

其
節
、
三
ノ
倉
村
役
人
、
六
ヶ
村 

 
 

惣
代
と
し
て
角
弥
出
向 

 
 

仕
候
而
、
割
合
相
済
申
候
處
、
又
々 

 
 

村
方
江
帰
り
、
組
合
六
ヶ
村
へ 

 
 

右
入
用
方
割
合
之
趣
申
聞 

 
 

候
處
、
不
承
知
之
趣
ニ
付
、 

 
 

平
右
衛
門
殿
、
大
戸
村
へ
罷
越
、 

 
 

問
屋
市
郎
右
衛
門
、
右
之
訳
被
申
候 

 
 

ニ
付
、
正
月
八
日
、
大
戸
村
ニ
而 

 
 

五
ヶ
村
相
談
仕
、
三
ノ
倉
村 

 
 

外
組
合
共
掛
合
ニ
大
戸
村
組
頭 

 
 

佐
右
衛
門
・
荻
生
村
茂
八
、
右
両
人 

 
 

ニ
而
出
向
、
相
談
仕
候
處
、
相
不
分 

 
 

候
ニ
付
、 

 

一 

廿
一
日
、
三
ノ
倉
村
組
合
六
ヶ
村
、 

 
 

大
戸
村
組
合
五
ヶ
村
折
合
、 

 
 

會
合
仕
候
處
、
三
ノ
倉
御
泊
り 

 
 

入
用
、
大
戸
村
御
泊
り
入
用
、 

 
 

其
外
晒
中
入
用
共
、 

 
 

拾
壱
ヶ
村
割
合
、
其
外 



- 3 - 
群馬県立文書館（インターネット講座第 6弾） 

 

 

                               

    
 

入
用
之
儀
者
、
坂
上
五
ヶ
村 

 
 

之
内
、
大
柏
木
村
・
須

加
（
賀
）

尾
村 

 
 

弐
ヶ
村
よ
り
金
弐
両
差
出
、 

 
 

跡
三
ヶ
村
者
、
石
高
割
ニ
仕
候
、 

 
 

凡
金
高
五
両
弐
分
程 

 
 

ニ
御
座
候 

   

一 

本
宿
村
御
巣
鷹
山 

 
 

一
件
之
儀
、
御
扱
申
度 

 
 

旨
、
林
村
大
乗
院
被
参
、 

 
 

相
談
仕
候
處
、
扱
方 

 
 

気
ニ
入
不
申
候
間
、

披
（
破
）

段
（
談
） 

 
 

仕
候 

   
 

 
 

（ 

後 
略 

） 
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《
読
み
下
し
文
》 

  
 

 
 

（ 

前 

略 

） 
 

一 

十
二
月
廿
一
日
、

く

に

さ

だ

国
定
村 

 
 

無
宿
忠
次
郎
、
大
戸
村
に

お
於
い
て
、 

 
 

御
し

仕
お

き置
お

お仰
せ

つ
付
け
ら
れ
候
、 

 
 

そ
其
の
節
組
合
五
か
村
よ
り

け

い警 

 
 

ご
固

に

ん人
そ

く足
五

じ
ゆ
う

拾

人
あ

ま余
り
差
し
出
し 

 
 

候
あ
い
だ

間

、
し
る
し

印

（
記
し
）

お
置
き
、

も
つ
と

尤

も
こ

此
の

ひ

か扣
え

ち
よ
う

帳

 

 
 

て
手

ま

え前
に

こ
之
れ

あ
有
り
候 

  
 

右
に

つ

き付
、

は

ち八
し
ゆ
う

州

拾
四
人
、 

 
 

此
の

ほ

う方
は
、
組
合
四
拾
四
か
村
割
り
、 

 
 

ほ

か外
御
支
配
御
出
役
様 

 
 

二
人
、
此
の
方
は

さ

か

し

た

坂
下
組
合 

 
 

六
か
村
、

さ

か

う

え

坂
上
五
か
村
、

つ
都

ご

う合 

 
 

拾
壱
か
村

わ

り

あ

い

割
合
に

つ
か
ま
つ

仕

り
候

と
こ
ろ

處

、 
 

一 

其
の
節
、

さ

ん三
ノ

く

ら倉
村
役
人
、
六
か
村 

 
 

そ

う惣
だ

い代
と
し
て
角
弥

で

む

出
向
き 

 
 

仕
り
候
て
、

わ

り割
あ

い合
あ

い相
す

済
ま
し
申
し
候
處
、
又
々 

 
 

村
方
へ
帰
り
、
組
合
六
か
村
へ 

 
 

右
入
用
方
割
合
の

お
も
む
き

趣

申
し
聞
き 

 
 

候
處
、
不

し
よ
う

承
ち

知
の
趣
に
付
、 

 
 

平
右
衛
門
殿
、
大
戸
村
へ

ま

か罷
り

こ
越
し
、 

 
 

と

い問
や

屋
市
郎
右
衛
門
、
右
の

わ

け訳
申
さ
れ
候 

 
 

に
付
、
正
月
八
日
、
大
戸
村
に
て 

 
 

五
か
村

そ

う相
だ

ん談
仕
り
、
三
ノ
倉
村 

 
 

ほ

か外
組
合

ど

も共
か

け掛
あ

い合
に
大
戸
村

く
み
が
し
ら

組

頭 

 
 

佐
右
衛
門
・

お

ぎ荻
う

生
村
茂
八
、
右
両
人 

 
 

に
て
出
向
き
、

そ

う相
だ

ん談
仕
り
候
處
、

あ

い相
わ

分
か
ら
ず 

 
 

候
に
付
、 

 

一 

廿
一
日
、
三
ノ
倉
村
組
合
六
か
村
、 

 
 

大
戸
村
組
合
五
か
村

お
折
り

あ
合
い
、 

 
 

か

い

ご

う

會
合
仕
り
候
處
、
三
ノ
倉
御

と
泊
ま
り 

 
 

に
ゆ
う
よ
う

入

用
、
大
戸
村
御
泊
ま
り
入
用
、 

 
 

そ
其
の

ほ

か外
さ

ら晒
し

ち
ゆ
う

中

入
用

と

も共
、 

 
 

拾
壱
か
村
割
合
、
其
の

ほ

か外 

 
 

入
用
の
儀
は
、
坂
上
五
か
村 

 
 

の
内
、

お
お
が
し
わ

大

柏
ぎ

木
村
・

す
須

が
賀

お
尾
村 

 
 

弐
か
村
よ
り
金
弐
両
差
し
出
し
、 

 
 

あ

と跡
三
か
村
は
、

こ

く石
だ

か高
割
り
に
仕
り
候
、 

 
 

お

よ凡
そ
金
高
五
両
弐
分

ほ

ど程 

 
 

に
ご

御
ざ

座
そ
う
ろ
う

候

 
 

一 

も

と本
じ
ゆ
く

宿

村
お

御
す

巣
た

か鷹
や

ま山 

 
 

一
件
の
儀
、
御

あ
つ
か

扱

い
申
し

た

き度 

 
 

む

ね旨
、

は
や
し

林

村
だ

い大
じ
よ
う

乗
い

ん院
ま

え参
ら
れ
、 

 
 

相
談
仕
り
候
處
、
扱
い

か

た方 

 
 

き
気
に

い
入
り
申
さ
ず
候
間
、

は
破

だ

ん談 

 
 

つ
か
ま
つ

仕

り
候 

  
 

 
 

（ 

後 
略 

） 
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《
用
語
・
地
名
等
》 

①
【
仕
置
：
し
お
き
】
Ａ
：
処
置
。
処
分
。
処
罰
。
刑
罰
。
Ｂ
：
幕
府
の
刑
罰
で
、
所

払
い
・
敲た

た

き
以
上
の
刑
罰
。
御
仕
置
。
こ
こ
は
忠
次
郎
の
磔た

つ

刑け
い

。 

②
【
警
固
：
け
い
ご
】
非
常
時
に
備
え
、
守
り
を
固
め
る
こ
と
。 

③
【
八
州
：
は
ち
し
ゅ
う
・
は
っ
し
ゅ
う
】
関
東
取
締
出
役
の
こ
と
。
文
化
二
（
一
八

〇
五
）
年
設
置
。
幕
府
領
・
私
領
の
別
な
く
関
八
州
を
廻
村
し
て
取
締
り
に
当
た

っ
た
幕
府
の
役
職
。
関
東
代
官
の
手
代
の
中
か
ら
八
名
（
の
ち
十
名
）
が
任
命
さ

れ
た
。 

④
【
組
合
四
拾
四
か
村
：
く
み
あ
い
よ
ん
じ
ゅ
う
よ
ん
か
そ
ん
」
】
大
戸
村
外ほ

か

四
十
三

か
村
組
合
の
こ
と
。
碓
氷
郡
・
群
馬
郡
・
吾
妻
郡
村
々
か
ら
な
る
。
「
上
野
国
御

改
革
組
合
村
高
帳
」
で
は
、
村
高
総
計
八
二
九
〇
石
余
、
家
数
総
計
三
〇
八
〇
軒
。

こ
の
内
、
「
坂
下
組
合
六
ヶ
村
」
は
、
群
馬
郡
上
三
ノ
倉
村
・
同
郡
下
三
ノ
倉
村
・

碓
氷
郡
川
浦
村
・
同
郡
岩
氷
村
・
同
郡
水
沼
村
・
群
馬
郡
権
田
村
、
「
坂
上
（
組

合
）
五
ヶ
村
」
は
、
吾
妻
郡
大
戸
村
・
同
郡
萩
生
村
・
同
郡
本
宿
村
・
同
郡
須
賀

尾
村
・
同
郡
大
柏
木
村
。 

⑤
【
出
役
：
し
ゅ
つ
や
く
】
役
目
の
た
め
に
出
張
す
る
こ
と
。
そ
の
役
人
。 

⑥
【
惣
代
：
そ
う
だ
い
】
仲
間
ま
た
は
集
団
の
代
表
者
。 

⑦
【
不
承
知
：
ふ
し
ょ
う
ち
】
不
承
と
も
。
聞
き
入
れ
な
い
こ
と
。 

⑧
【
掛
け
合
い
：
か
け
あ
い
】
双
方
が
談
判
・
交
渉
し
て
決
着
を
つ
け
る
こ
と
。
ま
た

は
、
交
互
に
行
う
こ
と
。 

⑨
【
晒
し
：
さ
ら
し
】
肆
と
も
書
く
。
江
戸
時
代
の
刑
罰
の
一
つ
。
心
中
を
企
て
た
者

や
重
罪
人
な
ど
の
犯
罪
者
を
公
衆
の
前
に
晒
し
、

辱
は
ず
か
し

め
た
刑
罰
。
追
放
・

磔
は
り
つ
け

な

ど
の
本
刑
に
先
立
っ
て
、
三
日
を
限
度
に
執
行
さ
れ
た
。 

⑩
【
御
巣
鷹
山
：
お
す
た
か
や
ま
】
狩
猟
用
の
鷹
を
繁
殖
さ
せ
捕
獲
す
る
た
め
に
、
厳

格
な
保
護
を
加
え
た
森
林
。
御
鷹
山
・
御
巣
山
・
巣
入
山
と
も
。 

⑪
【
林
村
：
は
や
し
む
ら
】
吾
妻
郡
の
う
ち
。
天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
以
降
は
幕
府

領
。
村
高
は
、
「
天
保
郷
帳
」
二
〇
二
石
余
。
修
験
道
は
、
天
保
四
（
一
八
三
三
）

年
に
西
吾
妻
郡
二
十
八
か
村
を
預
け
ら
れ
た
浦
野
家
の
大
乗
院
が
あ
る
。
幕
末
の

改
革
組
合
高
帳
で
は
、
中
之
条
町
寄
場

よ

せ

ば

組
合
に
属
し
、
高
一
九
五
石
余
、
家
数
七

二
軒
。
現
在
の
吾
妻
郡
長
野
原
町
林
。 

 

《
内
容
解
説
》 

 

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
二
月
～
同
四
年
正
月
に
、
吾
妻
郡

須
賀
尾
村
（
現
同
郡
東
吾
妻
町
須
賀
尾
）
の
名
主
・
伊
兵
衛
が
、
大
戸
村
外ほ

か

四
拾
三
か

村
寄
場
組
合
役
人
の
勤
役
中
に
記
し
た
日
記
控
で
あ
る
。
そ
の
末
尾
に
は
、
同
年
二
十

一
日
、
大
戸
関
所
南
方
で
執
行
さ
れ
た
国
定
村
無
宿
忠
次
郎
の
磔
刑
に
関
す
る
周
辺

村
々
の
入
用
（
費
用
）
割
合
の
扱
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
文
書
の
内
容
に
つ
い

て
記
し
て
み
る
。 

 

十
二
月
二
十
一
日
、
国
定
村
無
宿
忠
次
郎
が
、
大
戸
村
に
お
い
て
、
磔
刑
に
処
さ
れ

た
。
そ
の
節
、
坂
上
組
合
五
か
村
（
大
戸
・
萩
生
・
本
宿
・
須
賀
尾
・
大
柏
木
）
か
ら

警
固
人
足
五
十
人
余
り
を
差
し
出
し
た
。
こ
の
控
え
帳
は
、
私
・
須
賀
尾
村
伊
兵
衛
が

所
持
し
て
い
る
。
幕
府
・
関
東
取
締
出
役
様
方
は
十
四
人
出
席
し
、
こ
の
経
費
は
寄
場

組
合
全
四
十
四
か
村
割
り
と
す
る
。
他
の
支
配
出
役
様
が
二
人
、
こ
ち
ら
は
坂
下
組
合

六
か
村
（
上
三
ノ
倉
・
下
三
ノ
倉
・
川
浦
・
岩
氷
・
水
沼
・
権
田
）
、
坂
上
組
合
五
か

村
の
計
十
一
か
村
割
合
と
し
た
。 

 

そ
の
節
、
三
ノ
倉
村
役
人
で
、
（
坂
下
組
合
）
六
か
村
惣
代
と
し
て
角
弥
が
出
向
き
、 

割
合
勘
定
を
済
ま
せ
た
と
こ
ろ
、
又
々
村
方
へ
帰
り
、
（
坂
下
）
組
合
六
か
村
へ
右
入

用
方
割
合
の
趣
旨
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
（
同
組
合
は
）
不
承
知
の
趣
な
の
で
、
（
坂
下

組
合
の
）
平
右
衛
門
殿
が
大
戸
村
へ
行
き
、
（
同
村
の
）
問
屋
・
市
郎
右
衛
門
が
右
の

理
由
（
坂
下
組
合
六
か
村
を
割
合
に
加
え
た
件
）
を
話
し
、
（
翌
年
）
正
月
八
日
、
大

戸
村
で
（
坂
上
組
合
）
五
か
村
が
相
談
し
、
三
ノ
倉
村
ほ
か
（
坂
下
）
組
合
の
者
た
ち

と
話
し
あ
っ
た
。
（
加
え
て
）
大
戸
村
組
頭
佐
右
衛
門
・
荻
生
村
茂
八
が
出
向
き
相
談

し
た
が
、
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 
（
正
月
）
二
十
一
日
、
三
ノ
倉
村
組
合
六
か
村
、
大
戸
村
組
合
五
か
村
（
の
代
表
）

が
集
ま
り
会
合
し
た
と
こ
ろ
、
三
ノ
倉
の
御
宿
泊
費
用
、
大
戸
村
の
御
宿
泊
費
用
、
そ

の
他
忠
次
郎
を
三
日
間
程
晒
し
た
際
の
費
用
と
も
十
一
か
村
で
割
り
合
い
、
そ
の
他
の

費
用
は
、
坂
上
五
か
村
の
内
、
大
柏
木
村
・
須
賀
尾
村
の
二
か
村
か
ら
金
二
両
を
差
し

出
し
、
残
り
を
坂
上
三
か
村
の
石
高
（
村
高
）
割
り
に
し
た
。
（
そ
の
金
額
は
、
）
凡

そ
金
高
五
両
二
分
程
で
あ
っ
た
。
本
宿
村
（
と
須
賀
尾
村
と
）
の
御
巣
鷹
山
一
件
に
つ

い
て
、
仲
裁
し
た
い
と
い
う
林
村
・
大
乗
院
が
（
須
賀
尾
村
へ
）
参
ら
れ
、
相
談
し
た



- 6 - 
群馬県立文書館（インターネット講座第 6弾） 

 

が
、
（
大
乗
院
の
）
扱
い
方
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
こ
の
件
は
破
談
と
な
っ
た
、

と
記
し
て
い
る
。 

 

当
文
書
の
関
係
地
域
は
、
信
州
・
草
津
街
道
沿
い
の
碓
氷
郡
・
群
馬
郡
・
吾
妻
郡
が

交
わ
る
所
で
あ
り
、
当
時
大
戸
村
ほ
か
四
拾
四
か
村
組
合
（
大
戸
村
寄
場
組
合
）
に
属

す
る
村
々
で
あ
っ
た
。
同
寄
場
組
合
は
、
現
在
の
吾
妻
郡
東
吾
妻
町
の
一
部
・
同
郡
長

野
原
町
・
同
郡
草
津
町
・
同
郡
嬬
恋
村
に
相
当
す
る
極
め
て
広
範
囲
な
地
域
で
あ
り
、

関
所
・
忠
次
郎
の
磔
刑
場
が
あ
っ
た
大
戸
村
を
含
む
吾
妻
郡
の
坂
上
五
か
村
と
碓
氷
・

群
馬
郡
の
坂
下
六
か
村
は
、
同
寄
場
組
合
の
南
東
部
に
位
置
し
た
。
榛
名
山
頂
か
ら
西

方
に
伸
び
る
尾
根
北
側
の
吾
妻
郡
域
を
「
坂
上
」
、
同
尾
根
南
側
の
碓
氷
郡
・
群
馬
郡

域
を
「
坂
下
」
と
称
し
た
。
近
世
期
、
烏
川
が
碓
氷
郡
・
群
馬
郡
の
境
界
で
あ
っ
た
。 

 

文
書
内
容
を
整
理
す
る
と
、
嘉
永
三
年
十
二
月
二
十
一
日
の
国
定
村
忠
次
郎
磔
刑
に

関
わ
る
費
用
・
夫
役
負
担
に
つ
い
て
、
①
警
固
人
足
五
十
人
余
り
は
、
大
戸
村
が
属
す

る
坂
上
組
合
五
か
村
が
負
担
し
た
。
②
幕
府
・
関
東
取
締
出
役
方
十
四
人
の
出
張
経
費

は
、
寄
場
組
合
全
四
十
四
か
村
割
り
と
し
た
。
③
他
領
主
の
出
張
役
人
二
人
の
出
席
経

費
は
、
坂
下
組
合
六
か
村
・
坂
上
組
合
五
か
村
の
計
十
一
か
村
で
割
り
合
う
こ
と
と
し

た
。
こ
の
う
ち
、
③
の
他
領
主
出
張
役
人
二
人
の
出
席
経
費
負
担
に
つ
い
て
は
、
坂
下

組
合
六
か
村
が
一
旦
「
不
承
知
」
と
な
っ
た
。
約
一
か
月
後
の
翌
年
正
月
二
十
一
日
、

「
三
ノ
倉
村
」
（
坂
下
）
組
合
六
か
村
、
「
大
戸
村
」
（
坂
上
）
組
合
五
か
村
の
代
表

が
会
合
し
、
三
ノ
倉
の
宿
泊
費
用
、
大
戸
村
の
宿
泊
費
用
、
忠
次
郎
を
三
日
間
程
晒
し

た
際
の
費
用
は
十
一
か
村
で
割
り
合
い
、
そ
の
他
の
費
用
は
、
坂
上
五
か
村
の
内
、
大

柏
木
村
・
須
賀
尾
村
か
ら
金
二
両
を
差
し
出
し
、
残
り
を
坂
上
三
か
村
の
石
高
（
村
高
）

割
り
と
し
た
。
そ
の
合
計
金
額
は
、
約
五
両
二
分
程
（
金
一
両
＝
現
在
の
八
万
円
換
算

で
四
十
四
万
円
）
で
あ
っ
た
。 

 

最
後
の
条
文
は
、
忠
次
郎
の
磔
刑
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
嘉
永
三
年
当
時
ま
で
、

本
史
料
伝
存
の
須
賀
尾
村
と
東
隣
の
本
宿
村
と
の
間
に
は
、
両
村
南
方
・
大
戸
村
西
方

の
御
巣
鷹
山
に
関
す
る
争
い
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
回
と
の
関
連
で
掲

載
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
主
幹
専
門
員
・
関
口
荘
右
） 
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